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岡崎市介護予防ケアマネジメント実施要領 新旧対照表（案）

改正案 現 行

（実施の視点等）

第５条 介護予防ケアマネジメントは、地域において対象者が

自立した日常生活を送れるよう実施するものであり、対象者

が自分の健康増進や介護予防について意識を持ち、主体的に

目標達成に取り組んでいけるよう「心身機能」「活動」「参

加」にバランスよくアプローチするものとする。さらに、サ

ービスを終了した場合においても対象者のセルフケアとして

習慣化され継続できるよう目標を設定し、目標達成のための

具体策に対して、対象者が自分の生活の中に取り入れ、自分

で評価し、継続的に実施できるよう

専門的視

点から必要な援助を行う。

（介護予防ケアマネジメントの類型）

第６条 略

(1) 略

(2) ケアマネジメントＢ

対象者が介護予防ケアマネジメントにより利用する事業

に、要綱第５条第１号イの（イ）に規定する事業が含まれ

ている場合で、その他利用する事業がない又はインフォー

マルサービス又は要綱第５条第１号アの（ウ）、同号アの

（エ）に規定する事業のみの場合。

（実施の視点等）

第５条 介護予防ケアマネジメントは、地域において対象者が

自立した日常生活を送れるよう実施するものであり、対象者

が自分の健康増進や介護予防について意識を持ち、主体的に

目標達成に取り組んでいけるよう「心身機能」「活動」「参

加」にバランスよくアプローチするものとする。さらに、

目標達成のための

具体策に対して、対象者が自分の生活の中に取り入れ、自分

で評価し、継続的に実施できるよう具体策から得られる効果

や対象者の状態像等について理解、共有できるよう専門的視

点から必要な援助を行う。

（介護予防ケアマネジメントの類型）

第６条 略

(1) 略

(2) ケアマネジメントＣ

対象者が介護予防ケアマネジメントにより利用する事業

に、要綱第５条第１号アの（ウ）、同号アの（エ）に規定す

る事業のみが含まれている場合。
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（3）ケアマネジメントＣ

対象者が介護予防ケアマネジメントにより利用する事業

に、要綱第５条第１号アの（ウ）、同号アの（エ）に規定

する事業のみが含まれている場合。

（サービス担当者会議）

第９条 略

２ サービス担当者会議は、ケアプラン作成時、ケアプラン変

更時、法第 33 条第４項の規定により準用する法第 32 条第６

項の規定により対象者に関する要支援更新認定が行われた時

（以下「要支援更新認定時」という。）、要綱第 13 条に規定

する事業対象者にあってはケアプラン作成から少なくとも２

年が経過する時、その他ケアプランの目標が達成する時期等

必要時に実施する。ただし、ケアマネジメントＢは必要時の

み、ケアマネジメントＣの場合においては実施を要しない。

３ 略

（対象者への説明・同意）

第10条 地域包括支援センターは、ケアプランの原案について、

対象者へ説明し対象者から同意を得る。

２ 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提

供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス・支援計画

書が利用者の希望等に基づき作成されるものであり、利用者

は複数の指定事業者等を紹介するよう求めることができるこ

（サービス担当者会議）

第９条 略

２ サービス担当者会議は、ケアプラン作成時、ケアプラン変

更時、法第 33 条第４項の規定により準用する法第 32 条第６

項の規定により対象者に関する要支援更新認定が行われた時

（以下「要支援更新認定時」という。）、要綱第 13 条に規定

する事業対象者にあってはケアプラン作成から少なくとも２

年が経過する時、その他ケアプランの目標が達成する時期等

必要時に実施する。ただし、ケアマネジメントＣの場合にお

いては実施を要しない。

３ 略

（対象者への説明・同意）

第 10 条 ケアプランの原案について、対象者へ説明し対象者か

ら同意を得る。
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と等の説明を行い、理解を得なければならない。

３ 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提

供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に

伝えるよう求めなければならない。

４ 地域包括支援センターは、利用申込者又はその家族から申

出があった場合には、第１項の規定による文書の交付に代え

て、第６項で定めるところにより、当該利用申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する

方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方

法」という。)により提供することができる。この場合におい

て、当該地域包括支援センターは、当該文書を交付したもの

とみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ

るもの

ア 地域包括支援センターの使用に係る電子計算機と利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続す

る電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 地域包括支援センターの使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された第１項に規定する重要事項

を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧
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に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方

法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない

旨の申出をする場合にあっては、地域包括支援センターの

使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事

項を記録したものを交付する方法

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイル

への記録を出力することによる文書を作成することができる

ものでなければならない。

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、地域包括支援

センターの使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家

族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。

７ 地域包括支援センターは、第４項の規定により第１項に規

定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当

該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電

磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による

承諾を得なければならない。

(1) 第４項各号に規定する方法のうち地域包括支援センター

が使用するもの
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(2) ファイルへの記録の方式

８ 前項の規定による承諾を得た地域包括支援センターは、当

該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電

磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当

該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事

項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をし

た場合は、この限りでない。

９ 地域包括支援センターは、書面で行うことが規定されてい

る又は想定される同意等（説明、同意、承諾、締結その他こ

れに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾

を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。

(1) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用

者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる。なお、「押

印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・

経済産業省）」を参考にする。

(2) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契

約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・

押印に代えて、電子署名を活用することが望ましい。なお、

「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務

省・経済産業省）」を参考にする。

(3) 電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す
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る。

（モニタリング及び評価）

第 12 条 略

２ 略

⑴ ケアマネジメントＡ、Ｂ

サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業実施

者から月 1回聴取することにより実施する。また、サービス

提供開始時、サービス評価期間終了月、対象者の状況に著し

い変化があった時、要支援更新認定時、３か月に 1回及びそ

の他必要時、対象者の居宅を訪問し、面接して実施する。対

象者の居宅を訪問しない月においては、対象者の通所先を訪

問する等の方法により対象者に面接するよう努めるととも

に、面接できない場合は、電話等により対象者との連絡を実

施する。ケアマネジメントＢは、必要時のみ実施する。

⑵ 略

３ 略

４ 略

５ 略

（給付管理票等）

第 13 条 略

２ 受託者は、ケアマネジメントを行った対象者のうち、ケア

マネジメントＡ（短期集中型通所サービスを利用し、予防専

（モニタリング及び評価）

第 12 条 略

２ 略

(1) ケアマネジメントＡ

サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業実施

者から月 1 回聴取することにより実施する。また、サービ

ス提供開始時、サービス評価期間終了月、対象者の状況に

著しい変化があった時、要支援更新認定時、３か月に 1 回

及びその他必要時、対象者の居宅を訪問し、面接して実施

する。対象者の居宅を訪問しない月においては、対象者の

通所先を訪問する等の方法により対象者に面接するよう努

めるとともに、面接できない場合は、電話等により対象者

との連絡を実施する。

(2) 略

３ 略

４ 略

５ 略

（給付管理票等）

第 13 条 略
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門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス、又は予防専門

型通所サービスを利用しないケース）を委託で実施の場合及

びケアマネジメントＢを委託で実施の場合は、委託先事業者

情報を翌月 10 日の１開庁日前（10 日が休庁日の場合は２開庁

日前）までに長寿課に提出する。

（委託料の請求）

第 14 条 地域包括支援センター設置法人は第 12 条第１項及び

第２項に係る介護予防ケアマネジメント実施状況の報告及び

委託料の請求をサービスが実施された月の翌月10日の１開庁

日前（10 日が休庁日である場合は２開庁日前）までに国保連

に行う。

（委託料の支払い）

第 15 条 略

２ 略

３ 略

４ 介護予防ケアマネジメントの対象者が愛知県外住所地特例

者の場合は、前３項の規定によらず、岡崎市は地域包括支援

センター設置法人に対し介護予防ケアマネジメント費を支払

う。

５ 略

（苦情への対応）

（委託料の請求）

第 14 条 地域包括支援センター設置法人は第 12 条第１項及び

第２項に係る介護予防ケアマネジメント実施状況の報告及び

委託料の請求をサービスが実施された月の翌月 10 日の１開

庁日前（10 日が休庁日である場合は２開庁日前）までに行う。

（委託料の支払い）

第 15 条 略

２ 略

３ 略

４ 介護予防ケアマネジメントの対象者が住所地特例者の場合

は、前３項の規定によらず、岡崎市は地域包括支援センター

設置法人に対し介護予防ケアマネジメント費の委託料を支払

う。

５ 略
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第 18 条 地域包括支援センターは、自ら提供した介護予防ケア

マネジメント又は自らがケアプランに位置付けた介護予防ケ

アマネジメント関連サービス・活動に対する対象者及びその

家族等からの苦情に迅速かつ適切にする。

２ 地域包括支援センターは、前項の苦情を受けた場合は、当

該苦情の内容等を記録するとともに、当該記録は、その完結

の日から５年間保存する。

３ 地域包括支援センターは、提供した介護予防ケアマネジメ

ントに係る対象者からの苦情に関して市が行う調査に協力す

るとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

４ 地域包括支援センターは、市からの求めがあった場合には、

前項の改善内容を市に報告する。

（事故発生時の対応）

第 19 条 地域包括支援センターは、対象者に対する介護予防ケ

アマネジメントの提供により事故が発生した場合には、速や

かに市、対象者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じる。

２ 地域包括支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際

して採った処置について記録するとともに、当該記録は、そ

の完結の日から５年間保存する。

３ 地域包括支援センターは、対象者に対する介護予防ケアマ

ネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合に
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は、損害賠償を速やかに行う。

（衛生管理等）

第 20 条 地域包括支援センターは、担当職員及び対象者の清潔

の保持及び健康状態の管理のための対策を講じるものとす

る。

２ 地域包括支援センターは、感染症の発生及びまん延等に関

する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整

備、研修の実施、訓練（シミュレーション）等の実施をする。

（非常災害対策）

第21条 地域包括支援センター設置法人は、非常災害や感染症

発生に関する業務継続に向けた計画を策定し、非常災害時の

関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に、それら

を従業者に周知や研修するとともに、避難訓練、その他必要

な訓練等を行う。

（ハラスメント対策）

第 22 条 地域包括支援センターは、職場において行われる性的

な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより職員等の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
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（高齢者虐待防止）

第 23 条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待

の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、担当者の決定等必要な措置を講じる。

（記録の整備）

第24条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケ

アマネジメントの提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。

(1) 介護予防サービス・支援計画（ケアマネジメント結果等

記録）

(2) 第９条第３項に規定するサービス担当者会議の記録

(3) 第12条第４項に規定する評価及びモニタリング結果

(4) 第18条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第19条第１項の事故の状況及び処置についての記録


